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我孫子市専用水道及び簡易専用水道取扱規則  

 

 （趣旨）  

第１条 この規則は、専用水道及び簡易専用水道の布設及び管理に関し、水道

法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）、水道法施行令（昭和

３２年政令第３３６号）及び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号。

以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。  

 （専用水道の確認の申請）  

第２条 法第３３条第１項に規定する申請書は、専用水道布設工事確認申請書

（様式第１号）とする。  

（専用水道の記載事項変更の届出）  

第３条 法第３３条第３項の規定による届出は、専用水道布設工事確認申請書

記載事項変更届出書（様式第２号) により行うものとする。 

 （専用水道の確認等の通知）  

第４条  法第３３条第５項に規定する工事の設計が法第５条の規定による施

設基準に適合することを確認したときの通知は専用水道布設工事確認通知

書（様式第３号）により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないか

を判断することができないときの通知は専用水道布設工事設計不適合等通

知書（様式第４号）により行うものとする。  

 （専用水道の布設工事の延期又は中止の届出）  

第５条 法第３２条の確認を受けた者は、当該工事の着手を着手予定年月日か

ら６月間を超えて延期しようとするときは専用水道布設工事延期届出書（様

式第５号）により、当該工事を中止しようとするときは専用水道布設工事中

止届出書（様式第６号）により、市長に届け出なければならない。  

（専用水道の給水開始前の届出）  

第６条  法第３４条第１項において準用する法第１３条第１項の規定による

給水開始前の届出は、専用水道給水開始届出書（様式第７号 ) に、同項に規
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定する水質検査及び施設検査の結果を添付し、行うものとする。  

（工事を伴わない専用水道の届出）  

第７条 専用水道でない水道が、当該水道施設の工事を伴わず専用水道に該当

することとなったときは、その設置者は、専用水道届出書（様式第８号）に

より、速やかに市長に届け出なければならない。  

２  前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。  

（１） 専用水道に該当するに至った経過を記載した書類   

（２） 給水末端における水質検査の結果を記録した書類  

（３） 法第３３条第１項の規定による確認の申請に準ずる書類  

（設置者地位承継の届出）  

第８条 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合において、新

たに設置者となった者は、専用水道承継届出書（様式第９号）  により、速

やかに市長に届け出なければならない。 

（専用水道の廃止の届出）  

第９条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は専用水道が給水人

数の減少、施設の規模の縮小等により専用水道に該当しないこととなったと

きは、専用水道廃止届出書（様式第１０号）により、速やかに市長に届け出

なければならない。  

（水道技術管理者設置の届出）  

第１０条 専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第１９

条第１項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、専用

水道技術管理者設置（変更）届出書（様式第１１号）に水道技術管理者とし

ての資格を証明する書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。 

（専用水道の水質検査及び報告）  

第１１条 専用水道の設置者は、法第３４条第１項において準用する法第２０

条第１項に規定する定期及び臨時の水質検査の結果を市長に報告しなけれ
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ばならない。  

２  専用水道の設置者は、水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の

一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成１５年１０

月１０日付け健水発第１０１０００１号厚生労働省健康局水道課長通知）に

基づき、すべての水源の原水について、水質が最も悪化する時期を含んで少

なくとも毎年１回は水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければなら

ない。この場合において、当該水質検査に関する記録は、当該水質検査を行

った日から起算して５年間保存するものとする。  

３  前２項の規定による報告は、次の表に定めるところにより行うものとする。 

検査の種類  報告の期限  提出書類  

省令第１５条第１項第１号

イの検査  

翌月の１０日まで  水質検査月報  

(様式第１２号) 

省令第１５条第１項第１号

ロの検査  
結果判明後速やかに  検査成績書の写し  

省令第１５条第２項の検査  

前項の水質検査  

４  前３項の規定にかかわらず、市長がその必要がないと認めるときは、水質

検査の結果に係る報告を省略することができる。  

（業務委託等の届出） 

第１２条  法第３４条第１項において準用する法第２４条の３第２項の規定

による業務を委託したときの届出は、専用水道管理業務委託届出書（様式第

１３号）により行うものとする。  

２  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

（１） 水道法施行令第７条第３号に規定する委託契約書  

（２） 法第２４条の３第３項に規定する受託水道業務技術管理者の水道技

術管理者としての資格を証明する書類  

３  専用水道の設置者は、前項第１号の委託契約書の内容に変更があったとき
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は、専用水道管理業務委託契約変更届出書（様式第１４号）に変更内容が分

かる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。  

４  法第３４条第１項において準用する法第２４条の３第２項の規定による

委託に係る契約が効力を失ったときの届出は、専用水道管理業務委託契約失

効届出書（様式第１５号）により行うものとする。  

（専用水道台帳の作成及び保存）  

第１３条  市長は、専用水道台帳（様式第１６号 )を作成し、専用水道に係る

各届出事項、指導事項等を記載して整理しなければならない。  

２  市長は、前項の専用水道台帳を永年保存するものとする。  

（簡易専用水道の設置の届出）  

第１４条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を設置したときは、簡

易専用水道設置届出書（様式第１７号）により、速やかに市長に届け出なけ

ればならない。  

２  前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。  

（１） 簡易専用水道施設概要書（台帳）（様式第１８号。以下「簡易専用

水道台帳」という。）  

（２） 簡易専用水道施設に係る図面  

（簡易専用水道の変更の届出）  

第１５条 簡易専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更が

あったときは、簡易専用水道変更届出書（様式第１９号）により、速やかに

市長に届け出なければならない。  

（簡易専用水道の廃止の届出）  

第１６条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は簡易専

用水道が水槽の規模の縮小等により簡易専用水道に該当しないこととなっ

たときは、簡易専用水道廃止届出書（様式第２０号）により、速やかに市長

に届け出なければならない。  

（簡易専用水道の維持管理）  

第１７条 簡易専用水道の設置者は、省令第５５条に規定する基準によるほか、
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次に定めるところにより、簡易専用水道を管理するものとする。ただし、建

築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）。

以下「建築物衛生法」という。）の適用を受ける簡易専用水道については、

この条の規定を適用しない。  

（１） 維持管理を行うために必要な配管系統図等主要施設の図面、書類等

を整備保管すること。  

（２） 施設の点検、清掃、修理及び水質検査を行った場合は、その記録を

作成し、保存すること。  

（３） 水道施設の異常を発見した時は、直ちに適切な措置が講じられるよ

う連絡通報体制を整備すること。  

（４） 水道施設の周囲にみだりに人等が立ち入ることのないよう立札掲示、

柵の設置、施錠等の措置を講じること。  

（５） 汚水の流入、水の逆流、漏水等に十分注意するほか、施設内外の清

潔保持及び汚染防止に努めること。  

（６） 給水栓における水は、遊離残留塩素を１リットルにつき０．１ミリ

グラム(結合残留塩素にあっては１リットルにつき０．４ミリグラム )

以上保持するよう必要に応じ、再塩素消毒を行うこと。  

（７） 水槽及びその周辺を定期的に点検し、清潔保持及び異常の早期発見

に努めること。  

（８） 各種水槽は、１年に１回以上定期的に清掃するほか、水あかや沈積

物が多い等必要がある場合は、臨時の清掃を行うこと。また、清掃を

行う者は、建築物衛生法第１２条の２第１項第５号に掲げる事業につ

いて、同項の登録を受けた者を活用すること。  

（９） 給水栓の水に異常を感じたときは、必要な水質検査を行うこと。  

（簡易専用水道の管理の検査）  

第１８条 法第３４条の２第２項の規定により検査を行う機関は、法第３４条

の４において準用する法第２０条の４第２項の規定による簡易専用水道検

査機関登録簿に、我孫子市の区域を検査区域として記載された登録検査機関

とする。  

（水道事業者に対する協力要請）  
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第１９条 市長は、簡易専用水道の把握及び管理に係る検査の受検促進を図る

ため、水道事業者に対し、次に掲げる事項について、協力を要請するものと

する。 

（１） 簡易専用水道に該当すると推定される施設の設置状況について、簡

易専用水道設置状況通報書（様式第２１号）により、四半期（各年度

の４月から６月まで、７月から９月まで、１０月から１月まで及び翌

年１月から３月までの各期間をいう。）終了後翌月の１５日までに、

市長に報告すること。 

（２） 簡易専用水道に該当すると推定される施設に係る給水の申込みがあ

ったときは、市への届出並びに法第３４条の２第１項の規定による簡

易専用水道の管理基準及び同条第２項の規定による簡易専用水道の

管理に係る検査の受検について、当該施設の設置者に対し、指導を行

うこと。  

（簡易専用水道台帳の整備及び保存）  

第２０条 市長は、簡易専用水道台帳に簡易専用水道に係る各届出事項、指導

事項等を記載し、常にこれを整備しておかなければならない。  

２  市長は、簡易専用水道台帳を永年保存するものとする。  

  (補則) 

第２１条 この規則に定めるもののほか、専用水道及び簡易専用水道の事務に

関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則  

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

 

http://www.city.hasuda.saitama.jp/reikidb2/reiki_honbun/e339RG00000401.html#l000000000

